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非常用自家発電設備の法定点検による確実な動作

 非常用自家発電設備は、確実に動作させることが重要。

・防災負荷や保安負荷を動作させるため、非常用自家発電設備を確実に動作させる
必要がある。

・建築物に侵入した水を排水するポンプも非常用自家発電設備で動作させる必要が
ある。

・法定点検として、電気事業法の他、その負荷に応じて、建築基準法及び消防法で
義務化されている。
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（参考）「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」
（新築版＋追補版）

（令和元年6月 国土交通省住宅局）＜抜粋＞

８．設備計画（耐震設計及びライフライン途絶対策）

８．２ ライフラインの途絶等に対応した建築設備の機能確保

＜本文＞
(1) 対象建築物におけるライフライン（電力、ガス、上下水道等）の途絶時における機能継続、

円滑な復旧を実現するため、エネルギー源・水源の確保、仮設設備・補給への対応性の向
上等の対策を講ずる。
想定を超えた災害や、想定外の故障等が発生した際にもある程度の対応性を発揮できるよ

う、建築設備システムの並列冗長化・分散化を基本とするとともに、一部の不具合が全体
的な機能喪失に波及しにくい構成とすることや、代替設備の導入が容易な構成とすること
等を考慮する。また、平常時に使用する設備が非常時の対象建築物の機能継続のために活
用できることが望ましい。

(2) ハザードマップ等により津波等による浸水の可能性のある地域においては、対象建築物の
機能継続に必要な建築設備について、浸水対策を講じる。

＜解説＞
(1-1) 電力供給の途絶時においても、対象建築物に必要な電力を確保するための方法としては
以下のようなものが考えられる。なお、発電設備等の保全点検に専門的な知識が必要な設備に
ついては、非常時に適切に稼働するよう、専門技術者による保全点検に万全を期すものとする。

（例：ライフライン途絶時における自立期間の目標に応じた時間の運転が可能な保安負荷用電源、十分
な防災用燃料の備蓄、間欠運転に耐える回路構成、系統電源供給の多重化、外部電源車の接続・可搬型発
電機等の代替品の活用、負荷を任意に切り替えることができる配電系統の設定、耐震化された中圧管ガス
供給によるコージェネレーションの常用・非常用共用の発電設備 等）
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